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ははじじめめにに  

 

高齢者虐待の対応について、東京都では、介護保険制度の定着と相まって顕在化して

きた高齢者虐待の深刻な状況を背景に、平成 16年 12 月に「東京都高齢者虐待を考える

会」を設置し、平成 18 年３月に「高齢者虐待防止に向けた体制整備のために－東京都

高齢者虐待対応マニュアル－」（東京都マニュアル）を作成しました。 

国においては、高齢者の尊厳の保持、権利利益の擁護に資することを目的とした「高

齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」が平成 18 年４月１日

から施行され、同月に「市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援に

ついて」（国マニュアル）が作成されました。 

この間、高齢者福祉の分野では、団塊の世代が全て後期高齢者となる令和７年に向け、

高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、

自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サ

ービス提供体制である「地域包括ケアシステム」の構築、深化・推進がなされてきまし

た。また、昨今では、分野や「支える側」･「支えられる側」の枠を越え、一人ひとりが

生きがいを持ち、助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の実現が求め

られています。 

しかしながら、養護者及び養介護施設従事者等による高齢者虐待の相談・通報件数、

虐待判断件数は、近年、増加傾向にあります。 

そこで、都はこのたび、高齢者虐待防止の取組の更なる推進に向け、マニュアルを全

面改訂いたしました。改訂に当たっては、令和７年３月に改訂された国マニュアルなど

高齢者虐待対応に関する最新情報を反映するとともに、都の実情に即した内容や都内区

市町村の他地域でも参考になる事例を盛り込みました。日々、現場で高齢者虐待事案の

対応に当たっている区市町村や地域包括支援センターの皆様の一助になれば幸いです。 

都としましても、引き続き地域包括ケアシステムのマネジメントへの支援と地域共生

社会の実現に取り組むとともに、虐待防止を含む高齢者権利擁護の取組を進めてまいり

ますので、皆様の一層の御理解と御協力をお願いします。 

最後に、本マニュアルの改訂に御協力いただいた方々に、心からお礼申し上げます。 

 

                         令和８年３月   

東京都福祉局長 髙﨑 秀之 
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